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第２部 意匠登録の要件 

 
＜中略＞ 

 
第４章 先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外 

 

＜中略＞ 

 
24.1.6.2 第２０条第３項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠

公報（同条第４項の規定により同条第３項第４号に掲げる事項が

掲載されたものを除く。）の発行の日前に当該意匠登録出願があっ

たこと 

先の意匠登録出願の意匠登録に係る意匠公報（秘密にすることを

請求した意匠に係る意匠公報であって、願書の記載及び願書に添付し

た図面等の内容が掲載されたものを除く。※）の発行の日前に当該意

匠登録出願がなされていることを要する。 
 

※この意匠公報には、国際意匠登録出願（注）の場合における国際公

表（注）の国際意匠公報は含まれないが、当該国際公表された国際

意匠公報に掲載された意匠は、意匠法第３条第１項第２号に規定

する意匠（日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載

された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意

匠）に該当することに注意を要する。 
 
（注） 

「国際意匠登録出願」及び「国際公表」については、第１１部「国際意匠

登録出願」を参照されたい。以下同じ。 

 
＜中略＞ 

 
24.1.7.4 国際意匠登録出願の意匠法第３条の２の規定の判断の基準日 

国際意匠登録出願についての意匠法第３条の２の規定の適用にあ

たっては、意匠法第６０条の６第１項の規定により意匠登録出願がさ

れたとみなされる国際登録の日（注）を判断の基準日とする（ただし、

パリ条約による優先権等の主張が適正になされている場合を除く。）。 

 
（注） 

「国際登録」及び「国際登録の日」については、第１１部「国際意匠登録

出願」を参照されたい。以下同じ。 
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＜後略＞ 
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第６部 先願 
 

＜中略＞ 

 

61.1.3 先願又は同日の出願として取り扱われない意匠登録出願の類型 
以下の（１）から（４）のいずれかに該当する意匠登録出願は、意匠法第

９条第１項及び第２項の規定の適用について初めからなかったものとみなす。 
 

（１）放棄された意匠登録出願 

（２）取り下げられた意匠登録出願（注） 

（３）却下された意匠登録出願 

（４）拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した意匠登録出願 

 

（注） 

意匠法第６０条の１４第１項の規定により取り下げられたとみなされた意匠登録出願、

すなわち、国際意匠登録出願であって、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ

改正協定第１６条(1)(iv)の規定による国際登録に関する放棄若しくは同条(1)(v)の規定

による限定がされたこと又は同協定第１７条(2)の規定による国際登録の更新がされなか

ったこと（当該国際意匠登録出願について設定の登録がされていない場合に限る。）によ

り、その基礎とした国際登録が消滅したものを含む。 

 

＜中略＞ 

 
61.1.14 国際意匠登録出願の意匠法第９条第１項又は第２項の規定の判断の基準

日 
 意匠法第９条第１項又は第２項の規定の適用にあたっては、意匠法第６

０条の６第１項の規定により意匠登録出願がされたとみなされる国際登録

の日を判断の基準日とする（ただし、パリ条約による優先権等の主張が適

正になされている場合を除く。）。 



第７部 個別の意匠登録出願 第３章 関連意匠 
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第７部 個別の意匠登録出願 

 
＜中略＞ 

 
第３章 関連意匠 
 

＜中略＞ 

 
73.1.1.3 本意匠の意匠登録出願の日以後であって、本意匠に係る意匠公報

（秘密にすることを請求した意匠に係る意匠公報であって、願書

の記載及び願書に添付した図面等の内容が掲載されたものを除

く。）の発行の日前に出願された意匠登録出願であること 
関連意匠の意匠登録出願の出願日が、本意匠の意匠登録出願の出

願日以後であって、本意匠に係る意匠公報（秘密にすることを請求し

た意匠に係る意匠公報であって、願書の記載及び願書に添付した図面

等の内容が掲載されたものを除く。※）の発行の日前である場合は、

意匠法第９条第１項及び第２項の規定にかかわらず、関連意匠につい

て意匠登録を受けることができる。この意匠公報には、秘密にするこ

とを請求した意匠に係る意匠公報のうち、願書の記載及び願書に添付

した図面等の内容の掲載されていない意匠公報（秘密意匠に係る１回

目の意匠公報）が含まれるため、本意匠が秘密にすることを請求した

意匠であっても、通常の意匠と同じく１回目の意匠公報の発行の日前

までの関連意匠の意匠登録出願であることが要件となる。 
 

※この意匠公報には、国際意匠登録出願の場合における国際公表の国

際意匠公報は含まれないが、当該国際公表された国際意匠公報に

掲載された意匠は、意匠法第３条第１項第２号に規定する意匠（日

本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又

は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠）に該当す

ることに注意を要する。 
 

73.1.1.3.1 意匠登録出願の分割、出願の変更及び補正後の意匠について

の新出願の意匠法第１０条第１項の規定の判断の基準日 
意匠法第１０条の２第１項の規定による意匠登録出願の分割、

意匠法第１３条第１項又は第２項の規定による特許出願又は実

用新案登録出願から意匠登録出願への変更あるいは意匠法第１

７条の３の規定による補正の却下の決定があった補正後の意匠

についての新たな意匠登録出願において、手続が適法に行われた

場合、これらの意匠登録出願はもとの出願の時あるいは手続補正

書を提出した時にしたものとみなされる。 
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ただし、意匠法第１０条第１項の規定は、意匠登録出願の日単

位で判断することから、分割による新たな意匠登録出願、変更に

よる新たな意匠登録出願及び補正の却下の決定があった補正後

の意匠についての新たな意匠登録出願について、関連意匠の出願

日と本意匠の出願日とが同日であると認められるか否か関連意

匠の出願日が本意匠の出願日以後であって、本意匠に係る意匠公

報の発行の日前に出願された意匠登録出願であると認められる

か否かは、遡及が認められたもとの出願の出願日あるいは手続補

正書の提出日を判断の基準日とする。 
 

＜中略＞ 

 
73.1.1.3.3 国際意匠登録出願の意匠法第１０条第１項の規定の判断の基

準日 
国際意匠登録出願について、関連意匠の出願日が本意匠の出願

日以後であって、本意匠に係る意匠公報の発行の日前に出願され

た意匠登録出願であると認められるか否かは、意匠法第６０条の

６第１項の規定により意匠登録出願がされたとみなされる国際

登録の日を判断の基準日とする（ただし、パリ条約による優先権

等の主張が適正になされている場合を除く。）。 
 

＜後略＞ 
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第９部 特殊な意匠登録出願                    
  

第１章 意匠登録出願の分割 
 

＜中略＞ 

 
91.1 意匠法第１０条の２の規定 

意匠登録出願の分割とは、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又

は二以上の新たな意匠登録出願とすることをいう。 
意匠登録出願の分割は、誤って二以上の意匠を一出願に包含させたまま意匠登

録出願をした場合に、適法な手続をしたときに限り、新たな意匠登録出願は、も

との意匠登録出願の時にしたものとみなされる。 
なお、ここでいう新たな意匠登録出願には、国際意匠登録出願の分割による新

たな意匠登録出願を含む。 
 

＜後略＞ 
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第１０部 パリ条約による優先権等の主張の手続            
 

101 関連条文 

 
意匠法：第１５条 
特許法：第４３条、第４３条の２３ 
ジュネーブ改正協定：第６条(1)、(2) 

 

＜中略＞ 

 

101.2 パリ条約による優先権等の主張の効果が認められるための要件  
パリ条約による優先権の主張の効果が認められるためには、パリ条約で定めら

れた以下のすべての要件を満たさなければならない。 
 

（１）優先権の基礎となる第一国への出願は、いずれかの同盟国における正規にし

た最初の出願（ジュネーブ改正協定（注）に基づく国際出願（注）を含む。）で

あること 

（パリ条約第４条Ａ(1)､パリ条約第４条Ａ(2)､パリ条約第４条Ａ(3)､パリ条

約第４条Ｃ(4)、ジュネーブ改正協定第６条(2)) 

（２）我が国への意匠登録出願人は、優先権の基礎となる第一国への最初の出願を

した者又はその承継人であって、条約の利益を享受することができる者であ

ること 

（パリ条約第２条、パリ条約第３条、パリ条約第４条Ａ(1)） 

（３）優先権の基礎となる第一国への最初の出願は、意匠登録出願又は実用新案登

録出願であること   

（パリ条約第４条Ｅ(1)） 

（４）我が国への意匠登録出願は、第一国への最初の出願の日から６か月以内にな

されているものであること 

（パリ条約第４条Ｃ(1)、パリ条約第４条Ｅ(1)） 

（５）第一国への最初の出願に基づいて優先権の申立てがなされているものである

こと     

（パリ条約第４条Ｄ） 

（６）我が国への意匠登録出願の意匠は、優先権の基礎となる第一国への最初の出

願の意匠と同一であること 

（パリ条約第４条Ａ(1)､パリ条約第４条Ｂ） 

 
（注） 

「ジュネーブ改正協定」及び「国際出願」については、第１１部「国際意匠登録出願」

を参照されたい。以下同じ。 
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なお、パリ条約の例による優先権の主張の効果が認められるための要件につい

ても、パリ条約による優先権の主張の効果が認められるための要件と同様である。

（意匠法第１５条第１項において準用する特許法第４３条の２３第２項） 

 
＜後略＞ 
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第１１部 国際意匠登録出願 
 

第１章 意匠登録出願とみなされる国際出願 
 

 関連条文 111

 

意匠法：第６条、第１６条、第６０条の６ 
ジュネーブ改正協定：第１条 (vi)～(viii)、(xix）、第５条(4)、第１０条(2)、(3)、

第１２条(1)、第１４条(1) 

 

 意匠法第６０条の６の規定 111.1

意匠法第６０条の６第１項は、我が国を、意匠の国際登録に関するハーグ協定

のジュネーブ改正協定（以下「ジュネーブ改正協定」という。）第１条(xix)に規

定する指定締約国（以下「指定締約国」という。）とするジュネーブ改正協定第

１条(vii)に規定する国際出願（以下「国際出願」という。）であって、ジュネー

ブ改正協定第１０条(3)(a)の規定による公表（以下「国際公表」という。）がさ

れたものを、ジュネーブ改正協定第１０条(2)に規定する国際登録の日（以下「国

際登録の日」という。）に我が国に出願された意匠登録出願とみなす旨を規定し

ている。また、本条第２項は、ジュネーブ改正協定第５条(4)の規定に基づき二

以上の意匠を含む国際出願については、ジュネーブ改正協定第１条(vi)に規定す

る国際登録（以下「国際登録」という。）の対象である意匠ごとにされた意匠登

録出願とみなす旨を規定している（以下、これらの規定により意匠登録出願とみ

なされた国際出願を「国際意匠登録出願」という。）。 

本条第３項及び第４項は、ジュネーブ改正協定第１４条(1)に、国際登録は、

国際登録の日から指定締約国における正規の出願と少なくとも同一の効果を有

する旨が規定されていることから、国際意匠登録出願を我が国の意匠登録出願と

して手続をするために必要な事項として、ジュネーブ改正協定第１条(viii)に規

定する国際登録簿（以下「国際登録簿」という。）に記録された事項に関し、意

匠法第６条第１項に規定する願書の記載事項及び図面の記載事項とみなす旨を

規定している。 

 
（注）国際意匠登録出願についての審査 

ジュネーブ改正協定は、同協定に基づく国際登録が、国際登録の日から、指定締約国にお

いて当該指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与のための正規の出願と少なくとも同

一の効果を有する旨を規定している（ジュネーブ改正協定第１４条(1)）。一方、ジュネーブ

改正協定に基づき指定された締約国の官庁は、国際登録の対象である意匠が当該指定締約国

の法令に基づく保護の付与のための条件（出願の形式又は記載事項に関する要件を除く。）

を満たしていない場合に、当該国際登録の効果を拒絶することができる旨を規定している

（ジュネーブ改正協定第１２条(1)）。 
我が国の意匠法は、意匠権による保護の付与の前提として、意匠登録出願を審査すること
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を規定していることから（意匠法第１６条）、ジュネーブ改正協定に基づき我が国を指定し

た国際登録についても、我が国の法令である意匠法の規定に基づき審査を行う。 
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第２章 国際意匠登録出願に係る意匠の認定 
 

 関連条文 112

 

意匠法：第６条、第６０条の６ 
意匠法施行規則：第２条、第３条、第４条、第５条 
ジュネーブ改正協定：第５条(1)、(2)、第６条 

ハーグ協定共通規則（注）：第７規則～第１１規則 

ハーグ協定実施細則（注）：第４０１節～第４０８節 

 

（注） 

それぞれ、ハーグ協定の千九百九十九年改正協定及び千九百六十年改正協定に基づく共通規則

及びハーグ協定に係る出願のための実施細則の省略記載。 

 

 国際登録簿に記録された事項と意匠登録出願の願書又は図面に記載すべき事112.1

項との対応関係 
意匠法第６条第１項の規定により意匠登録出願の願書に記載すべき事項につ

いては、意匠法第６０条の６第３項の規定に従い、国際登録簿に記録された所

定の事項を、意匠登録出願の願書に記載すべき事項として取り扱う（表１）。 

意匠法第６条第１項に定める以外の願書に記載すべき事項については、国際

意匠登録出願は我が国の意匠登録出願とみなされたものであることから、当該

国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された事項のうち意匠法上に具体的

な対応関係が明示的に規定されていない事項についても、意匠登録出願の願書

に記載すべき事項に相当するものとして取り扱う（表２）。 

また、我が国において意匠登録を受けようとする者は、意匠法第６条第１項

の規定により、願書に「意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面」を添

付する必要があるが、意匠法第６０条の６第４項は、国際意匠登録出願に係る

「国際登録簿に記録された意匠」を意匠法第６条第１項の規定により提出した

図面に記載された「意匠登録を受けようとする意匠」とみなす旨を規定してい

ることから、国際意匠登録出願の場合には、国際登録簿に記録された意匠を記

載した図面、すなわち「国際登録簿に記録された意匠の複製物」を、「意匠登録

を受けようとする意匠を記載した図面」に相当するものとして取り扱う（表３）。 

 
 

［表１］意匠法第６条第１項に定める事項についての対応関係 
国際登録簿に記録された事項 意匠登録出願の願書の記載事項 

国際登録の対象である意匠を構成す

る一若しくは二以上の製品又は国際

登録の対象である意匠が使用される

こととなる一若しくは二以上の製品 
（ジュネーブ改正協定第５条(1)(iv)） 

【意匠に係る物品】 
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国際登録名義人の氏名又は名称及び

その住所 
（ジュネーブ改正協定第５条(1)(ii)、ハ

ーグ協定共通規則第７規則(3)(i)及び

(ii) ） 

【意匠登録出願人】の氏名又は名称

及び住所又は居所 

国際登録の対象である意匠の創作を

した者の氏名及びその住所 
（ジュネーブ改正協定第５条(2)(b)(i) 

、ハーグ協定共通規則第７規則(5)(a)） 

【意匠を創作した者】の氏名及び住

所又は居所 

 

［表２］意匠法第６条第１項に定める以外の事項についての対応関係 

国際登録簿に記録された事項 意匠登録出願の願書の記載事項 

出願の対象である意匠の複製物又は

特徴についての簡潔な説明 
（ジュネーブ改正協定第５条(2)(b)(ii) 

 、ハーグ協定共通規則第７規則(5)(a)） 

【意匠の説明】又は 

【意匠に係る物品の説明】 
※国際意匠登録出願においては、これら

の区別なく、いずれも【意匠の説明】

の欄に記載される。 

本出願若しくは本登録又は本意匠の

表示 
（ジュネーブ改正協定第５条(1)(vii)、

ハーグ協定共通規則第７規則(5)(f)、 

ハーグ協定実施細則第４０７節(a)） 

【本意匠の表示】 

新規性喪失の例外に関する宣言 
（ジュネーブ改正協定第５条(1)(vii)、

ハーグ協定共通規則第７規則(5)(f)、 

ハーグ協定実施細則第４０８節(c)(i)） 

【特記事項】の欄の「意匠法第４条

第２項の規定の適用を受けようとす

る意匠登録出願」の記載 

先の出願の優先権を主張する旨の申

立て 
（ジュネーブ改正協定第６条(1)(a)、 

ハーグ協定共通規則第７規則(5)(c)） 

【パリ条約による優先権等の主張】 

 

［表３］意匠の複製物と図面についての対応関係 

国際登録簿に記録された意匠の複製

物 
（ ハーグ 協定共通 規則第 １５規則

(2)(ii)） 

意匠登録を受けようとする意匠を記

載した図面 

 

以下、国際意匠登録出願において、意匠法第６条第１項等の規定により提出

した願書に記載されたと認められるものを「国際意匠登録出願に係る願書の記

載」、意匠法第６条第１項の規定により提出した図面に記載されたと認められる

ものを「国際意匠登録出願に係る図面の記載」という。 

 

 国際意匠登録出願に係る意匠の認定 112.2

国際意匠登録出願に係る意匠の認定は、国際意匠登録出願に係る願書及び図

面の記載に関する上記取扱いに留意しつつ、国内の意匠登録出願に係る意匠の

認定（第１部「願書・図面」第２章「意匠登録出願に係る意匠の認定」参照）

の基準を適用して行う。 
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なお、国際意匠登録出願に係る願書の記載に関しては、英語で表記された記

載に基づいて認定を行う。 
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第３章 国際意匠登録出願に関する意匠登録の要件 
 

国際意匠登録出願として意匠登録出願をされたもの（注）が意匠登録を受けるた

めには、以下のすべての要件を満たさなければならない。 

 

（注） 

国際意匠登録出願として意匠登録出願をされたものとは、意匠法第２条第１項において定義さ

れている意匠に該当するか否かの判断が審査官によって未だされていないものを指す。 

 

（１）工業上利用することができる意匠であること      （→113.1） 

（２）新規性を有すること                 （→113.2） 

（３）創作非容易性を有すること              （→113.3） 

（４）先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠でないこと  （→113.4） 

 

 関連条文 113

 

意匠法：第２条第１項、第２項、第３条、第３条の２、第６０条の６第１項 

意匠法施行規則：様式第６備考7～10、備考12～16、備考18～20、備考24 

ジュネーブ改正協定：第１２条(1) 

ハーグ協定共通規則：第７規則～第１１規則 

 

 工業上利用することができる意匠 113.1

国際意匠登録出願として意匠登録出願をされたものが、意匠法第３条第１項柱

書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するためには、以下のすべ

ての要件を満たさなければならない。 

したがって、以下のいずれかの要件を満たしていないものは、意匠法第３条第

１項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないため、意匠登

録を受けることができない。 

 

（１）意匠を構成するものであること             （→113.1.1） 

（２）意匠が具体的なものであること             （→113.1.2） 

（３）工業上利用することができるものであること       （→113.1.3） 

 

 意匠を構成するものであること 113.1.1

意匠を構成するものであることについては、第２部「意匠登録の要件」第

１章「工業上利用することができる意匠」21.1.1「意匠を構成するものであ

ること」を参照されたい。 

 

 意匠が具体的なものであること 113.1.2

意匠権の客体となる意匠登録を受けようとする意匠は、その意匠の属する
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分野における通常の知識に基づいて、国際意匠登録出願に係る願書及び図面

の記載から具体的な一の意匠の内容、すなわち、以下の①及び②についての

具体的な内容が、直接的に導き出されなくてはならない。 

①意匠に係る物品の使用の目的、使用の状態等に基づく用途及び機能 

②意匠に係る物品の形態 

 

（１）意匠が具体的なものと認められない場合の例 

国際意匠登録出願には、国内の意匠登録出願が満たすべき願書及び図

面等の形式及び記載事項に関する要件が課されるものではないが、国際

意匠登録出願の審査においても、その国際意匠登録出願に係る願書又は

図面の記載が、国内の意匠登録出願の場合における記載不備（第２部「意

匠登録の要件」第１章「工業上利用することができる意匠」21.1.2「意

匠が具体的なものであること」（１）「意匠が具体的なものと認められな

い場合の例」で示す①～⑱）を有すると同様の状態にあり、当該国際意

匠登録出願に係る願書及び図面の記載を総合的に判断したとしても、結

果として具体的な一の意匠の内容を直接的に導き出せない場合、意匠が

具体的なものとは認められない。 

 

なお、意匠が具体的なものであることについてのその他の判断基準は、第

２部「意匠登録の要件」第１章「工業上利用することができる意匠」21.1.2

「意匠が具体的なものであること」を参照されたい。 

 

 工業上利用することができるものであること 113.1.3

工業上利用することができるものであることについては、第２部「意匠登

録の要件」第１章「工業上利用することができる意匠」21.1.3「工業上利用

することができるものであること」を参照されたい。 

 

 新規性 113.2

 

 意匠法第３条第１項第１号 113.2.1

意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 

 

 意匠登録出願前について 113.2.1.1

意匠登録出願前とは、日単位で判断する意匠登録出願の日（意匠法第

９条、意匠法第１０条等）とは異なり、意匠登録出願の時分（注）を考

慮するものである。 

しかしながら、国際意匠登録出願においては、ジュネーブ改正協定第

１４条(1)及び意匠法第６０の６第１項の規定により出願の時が日単位

で定められ、その時分までは特定し得ないことから、国際意匠登録出願

の出願日と公知の意匠が公然知られた時期として採用される日とが同
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日の場合には、当該公知の意匠が公然知られた時期が国際意匠登録出願

の前であるとはしない。 

 

（注） 

「外国において公然知られた意匠」の場合には、当該意匠が、その国又は地域に

おいて公然知られた時間を、日本時間に換算して判断する。 

 

なお、意匠法第３条第１項第１号の適用に関するその他の判断基準につ

いては、第２部「意匠登録の要件」第２章「新規性」22.1.1「意匠法第３

条第１項第１号」を参照されたい。 
 

 意匠法第３条第１項第２号 113.2.2

意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載さ

れた意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠 

 

 意匠登録出願前について 113.2.2.1

意匠登録出願前とは、日単位で判断する意匠登録出願の日（意匠法第

９条、意匠法第１０条等）とは異なり、意匠登録出願の時分（注）を考

慮するものである。 

しかしながら、国際意匠登録出願においては、ジュネーブ改正協定第

１４条(1)及び意匠法第６０の６第１項の規定により出願の時が日単位

で定められ、その時分までは特定し得ないことから、国際意匠登録出願

の出願日と刊行物の頒布された時期として採用される日又は電気通信

回線を通じて公衆に利用可能となった時期として採用される日とが同

日の場合には、当該刊行物の頒布された時期又は電気通信回線を通じて

公衆に利用可能となった時期が国際意匠登録出願の前であるとはしな

い。 

 

（注） 

「外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて

公衆に利用可能となった意匠」の場合には、その国又は地域において、当該意匠が

記載された刊行物が頒布された時間、又は当該意匠が電気通信回線を通じて公衆に

利用可能となった時間を、日本時間に換算して判断する。 

 

なお、意匠法第３条第１項第２号の適用に関するその他の判断基準につい

ては、第２部「意匠登録の要件」第２章「新規性」22.1.2「意匠法第３条第

１項第２号」を参照されたい。 

 

 意匠法第３条第１項第３号 113.2.3

意匠法第３条第１項第３号については、第２部「意匠登録の要件」第２章
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「新規性」22.1.3「意匠法第３条第１項第３号」を参照されたい。 

 

 創作非容易性 113.3

 

 意匠登録出願前について 113.3.1

意匠登録出願前とは、意匠法第３条第１項第１号又は第２号に規定する意

匠登録出願前と同様に、意匠登録出願の時分を考慮するものであって、日単

位で判断する意匠登録出願の日（意匠法第９条、意匠法第１０条等）とは異

なる。 

しかしながら、国際意匠登録出願においては、ジュネーブ改正協定第１４

条(1)及び意匠法第６０の６第１項の規定により出願の時が日単位で定めら

れ、その時分までは特定し得ないことから、国際意匠登録出願の出願日と公

然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が公然知られた時期と

して採用される日とが同日の場合には、当該公然知られた形状、模様若しく

は色彩又はこれらの結合が公然知られた時期が国際意匠登録出願の前であ

るとはしない。 

また、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に意匠

の創作をすることができたか否かの判断の基準時も、意匠登録出願前である。 

 

なお、創作非容易性の適用に関するその他の判断基準については、第２部「意

匠登録の要件」第３章「創作非容易性」を参照されたい。 

 

 先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外 113.4

 

 意匠法第３条の２の規定の適用に関する時期的要件 113.4.1

意匠法第３条の２の規定は、先願の意匠登録出願の出願日後から、その意

匠登録出願に係る意匠公報（登録意匠公報、同日競願に係る協議不成立又は

不能の場合の拒絶確定出願を公示する公報）の発行日（同日を含む。）まで

に出願された意匠登録出願に適用するものであるため（ただし書の規定を適

用するものを除く。）、国際意匠登録出願の出願日と先願の意匠公報の発行日

とが同日の場合には、意匠法第３条の２の規定に該当するものとして取り扱

う。 

 

なお、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外の適用に関する

その他の判断基準については、第２部「意匠登録の要件」第４章「先願意匠の一

部と同一又は類似の後願意匠の保護除外」を参照されたい。 
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第４章 国際意匠登録出願に関する新規性の喪失の例外 
 

 関連条文 114

 

意匠法：第４条、第６０条の７ 

意匠法施行規則：様式第１ 

ハーグ協定実施細則：第４０８節(c) 

 

 意匠法第６０条の７の規定 114.1

国際意匠登録出願についても、意匠法第４条第２項の規定の適用を受けること

ができるよう、国際意匠登録出願の場合に取り得る手続について規定している。 

 

 国際意匠登録出願の場合における意匠法第４条第２項の規定の適用を受114.1.1

けるための具体的な手続 
 
（１）意匠法第４条第２項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を

国際公表があった日後［経済産業省令で定める期間］内に特許庁長官に

提出（意匠法第４条第３項、意匠法第６０条の７）、又は、国際出願にお

いてその旨を宣言（ハーグ協定実施細則第４０８節(c)、意匠法施行規則

第１９条第３項で準用する特許法施行規則第２７条の４） 

（２）国際公表があった日後［経済産業省令で定める期間］内に、公知の意匠

に該当するに至った意匠が意匠法第４条第２項の規定の適用を受けるこ

とができる意匠であることを証明する書面の提出（意匠法第４条第３項、

意匠法第６０条の７） 

（３）意匠法施行規則第１条に規定する様式第１による新規性の喪失の例外証

明書提出書の提出 

 
なお、新規性の例外の適用に関するその他の判断基準については、第３部「新

規性の喪失の例外」を参照されたい。 
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第５章 国際意匠登録出願に関する意匠法第５条の規定 
 

意匠法第５条の規定の適用に関する判断基準については、第４部「意匠登録を

受けることができない意匠」を参照されたい。 
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第６章 国際意匠登録出願に関する一意匠一出願 
 

 関連条文 116

 

意匠法：第７条、第６０条の６第２項、第３項 

意匠法施行規則：第７条、別表第一備考、様式第２備考39 

ジュネーブ改正協定：第１３条(1)  
 

 意匠法第６０条の６第２項の規定 116.1

意匠法第６０条の６第２項は、二以上の意匠を包含する国際出願について、我

が国においては国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなす

旨を規定している。しかしながら、「国際登録の対象である意匠」とは、国際事

務局の判断に基づく国際登録における意匠の単位を意味しており、我が国意匠法

第７条に基づき意匠法施行規則別表第一で定める物品の区分又はそれと同程度

の区分による意匠の単位を直接的に意味するものではない。 

よって、国際意匠登録出願が意匠法第７条に規定する要件を満たさない場合に

は、意匠法第７条の拒絶理由に該当するものとして取り扱う。 

 

 経済産業省令で定める物品の区分 116.1.1

経済産業省令で定める物品の区分については、第５部「一意匠一出願」

51.1.1「経済産業省令で定める物品の区分」を参照されたい。 

 

 意匠法第７条に規定する要件を満たさない国際意匠登録出願の例 116.1.2

 

 物品の区分によらない「意匠に係る物品」の欄の記載の例 116.1.2.1

第５部「一意匠一出願」51.1.2.1「物品の区分によらない願書の「意

匠に係る物品」の欄の記載の例」に示す「意匠に係る物品」の欄の記載

は、物品の区分又はそれと同程度の区分による物品の区分によらないも

のである。 

ただし、国際意匠登録出願に係る願書の記載の言語は英語であるため、

（５）外国文字を用いたもの、（６）日本語化されていない外国語を用

いたもの、は除く。 

 

 意匠ごとに出願されていないものの例 116.1.2.2

国際意匠登録出願に係る願書及び図面の記載から総合的に判断した

場合に、以下に該当する場合は、二以上の意匠を包含し、意匠ごとにし

た意匠登録出願と認められないものである。 

（１）二以上の物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に並列して

記載した場合 

ただし、種類全体を表す複数形の表記（例えば、「Desks」など）で
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ある場合、又は、組物の意匠の国際意匠登録出願であると認定できる

ものを除く。 

（２）二以上の物品の図面を表示した場合（数個の物品を配列したもの

の場合を含む。） 

ただし、組物の意匠の国際意匠登録出願であると認定できるものを

除く。 

 

 部分意匠についての取扱い 116.1.2.3

部分意匠についての取扱いについては、第１１部「国際意匠登録出願」

第８章「部分意匠の国際意匠登録出願」118.1.6「部分意匠の国際意匠

登録出願に関する一意匠一出願」を参照されたい。 
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第７章 国際意匠登録出願に関する意匠法第９条の規定 
 

意匠法第９条の規定の適用に関する判断基準については、第６部「先願」を参

照されたい。 
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第８章 部分意匠の国際意匠登録出願 
 

 関連条文 118

 

意匠法：第２条第１項、第２項、第６０条の６第１項 

意匠法施行規則：様式第２備考8、様式第６備考11、備考14、様式第８備考3 

ハーグ協定共通規則：第９規則(2)(b) 

ハーグ協定実施細則：第４０３節 

 

 国際意匠登録出願における部分意匠の取扱い 118.1

国際出願では、図面中には図示されるが「保護を求めないもの」について、説

明において、又は、点線若しくは破線又は着色により表すことが認められている

（ハーグ協定共通規則第９規則(2)(b)、ハーグ協定実施細則第４０３節）。この

「保護を求めないもの」の表現は、我が国意匠法において明示的に予定されたも

のではないが、ジュネーブ改正協定に基づく国際登録制度の趣旨を踏まえ、「保

護を求めないもの」が表された国際意匠登録出願のうち、当該「保護を求めない

もの」が、意匠に係る物品のうちの「意匠登録を受けようとする部分以外の部分」

（以下「その他の部分」という。）に相当し、その結果、「意匠登録を受けようと

する部分」を明確に認定することができるもの、すなわち、物品の部分の形状、

模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとする出願で

あると認めることが適当なものについては、我が国における部分意匠の意匠登録

出願として取り扱う。 

 

 部分意匠の国際意匠登録出願に係る願書及び図面の記載 118.1.1

 

 部分意匠の国際意匠登録出願に係る願書の記載 118.1.1.1

 

（１）「意匠に係る物品」の欄の記載 
「意匠に係る物品」の欄の記載については、第７部「個別の意匠

登録出願」第１章「部分意匠」71.2.1「部分意匠の意匠登録出願に

おける願書の記載事項」（２）「意匠に係る物品」の欄の記載」及び

第１１部「国際意匠登録出願」第６章「国際意匠登録出願に関する

一意匠一出願」を参照されたい。 

 

（２）「意匠の説明」の欄の記載 
部分意匠の国際意匠登録出願においては、図面中には図示されるが

「保護を求めないもの」について、「意匠の説明」の欄に記載するこ

とができる。（ハーグ協定実施細則第４０３節） 

 

なお、国際出願の出願様式には、国内の意匠登録出願に係る願書の「部
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分意匠」の欄の記載が認められていない。 

 

 部分意匠の国際意匠登録出願に係る図面の記載 118.1.1.2

部分意匠の国際意匠登録出願においては、図面中には図示されるが

「保護を求めないもの」について、点線若しくは破線又は着色により表

示することができる。（ハーグ協定実施細則第４０３節） 

 

 部分意匠の国際意匠登録出願に係る意匠の認定 118.1.2

部分意匠の国際意匠登録出願に係る意匠の認定は、以下の点に関して、国

際意匠登録出願に係る願書及び図面の記載を総合的に判断して行う。 

① 部分意匠の意匠に係る物品 

②「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能 

③「意匠登録を受けようとする部分」の位置、大きさ及び範囲 

④「意匠登録を受けようとする部分」の形態 

上記①～④の認定については、第７部「個別の意匠登録出願」第１章「部

分意匠」71.3「部分意匠の意匠登録出願に係る意匠の認定」及び第１１部「国

際意匠登録出願」第２章「国際意匠登録出願に係る意匠の認定」112.2「国

際意匠登録出願に係る意匠の認定」を参照されたい。 
 

 部分意匠に関する意匠登録の要件 118.1.3

部分意匠の国際意匠登録出願として意匠登録出願をされたもの（注）が意

匠登録を受けるためには、全体意匠の国際意匠登録出願と同様に、以下のす

べての要件を満たさなければならない。 

 

（注） 

部分意匠の国際意匠登録出願として意匠登録出願をされたものとは、意匠法第２条第

１項において定義されている意匠に該当するか否かの判断が審査官によって未だされて

いないものを指す。 

 

（１）工業上利用することができる意匠であること    （→118.1.3.1） 

（２）新規性を有すること               （→118.1.3.2） 

（３）創作非容易性を有すること            （→118.1.3.3） 

（４）先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠でないこと（→118.1.3.4）   

 

 工業上利用することができる意匠 118.1.3.1

部分意匠の国際意匠登録出願として意匠登録出願をされたものが、意

匠法第３条第１項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に

該当するためには、以下のすべての要件を満たさなければならない。 

したがって、以下のいずれかの要件を満たしていないものは、意匠法

第３条第１項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当
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しないため、意匠登録を受けることができない。 

 

（１）意匠を構成するものであること       （→118.1.3.1.1） 

（２）意匠が具体的なものであること       （→118.1.3.1.2） 

（３）工業上利用することができるものであること （→118.1.3.1.3） 

 

118.1.3.1.1 意匠を構成するものであること 
意匠を構成するものであることについては、第７部「個別の意

匠登録出願」第１章「部分意匠」71.4.1.1「意匠を構成するもの

であること」を参照されたい。 

 

118.1.3.1.2 意匠が具体的なものであること 
第一に、国際意匠登録出願に係る願書の「意匠に係る物品」、「意

匠の説明」の欄及び図面の記載を総合的に判断した場合に、当該

国際意匠登録出願に係る意匠が我が国意匠法における部分意匠

に相当することが当然に導き出されなくてはならない。 

次に、全体意匠と同様に、その意匠の属する分野における通常

の知識に基づいて、国際意匠登録出願に係る願書及び図面の記載

から具体的な一の意匠の内容、すなわち、以下の①から④につい

ての具体的な内容が、直接的に導き出されなくてはならない。 

① 部分意匠の意匠に係る物品 

②「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能 

③「意匠登録を受けようとする部分」の位置、大きさ、範囲 

④「意匠登録を受けようとする部分」の形態 

さらに、「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」

を含む、部分意匠の意匠に係る物品全体の形態に、「意匠に係る

物品」の欄に記載された物品の区分に属する物品を認識するのに

必要な最低限の構成要素が具体的に表されていなければならな

い。 

なお、部分意匠の国際意匠登録出願に係る願書及び図面の記載

の正確性については、全体意匠に関する取扱いが適用されるため、

第１１部「国際意匠登録出願」第３章「意匠登録の要件」113.1.2

「意匠が具体的なものであること」を参照されたい。 

 

（１）意匠が具体的なものと認められる場合の例 

境界線の表示がない場合であっても、願書及び図面等を総

合的に判断すれば、「意匠登録を受けようとする部分」の境界

を当然に導き出すことができる場合（第７部「個別の意匠登録

出願」第１章「部分意匠」71.4.1.2「意匠が具体的なものであ

ること」（１）「意匠が具体的なものと認められる場合の例」の
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②参照） 

 

（２）意匠が具体的なものと認められない場合の例 

国際意匠登録出願に係る願書又は図面の記載が以下のよう

な状態にあり、その願書及び図面の記載を総合的に判断して

も、具体的な一の意匠の内容を直接的に導き出せないときは、

意匠が具体的なものとは認められない。 

 

①国際意匠登録出願に係る願書の「意匠の説明」の欄に「保

護を求めないもの」を特定する方法についての記載がなく、

部分意匠の国際意匠登録出願であるか、全体意匠の国際意

匠登録出願であるか明らかでない場合 

②国際意匠登録出願に係る図面の記載に、意匠に係る物品の

形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に相当するかど

うかが不明確なものが含まれており、全体意匠の国際意匠

登録出願であるか部分意匠の国際意匠登録出願であるかが

明確でない、又は「意匠登録を受けようとする部分」若し

くは「その他の部分」の形態が明らかでない場合 

③部分意匠の意匠に係る物品又は「意匠登録を受けようとす

る部分」の具体的な用途及び機能が明らかでない場合 

④「意匠登録を受けようとする部分」の全体の形態が表され

ていない場合 

⑤「その他の部分」の全体の形態が表されていない場合 

⑥「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」を

含む、部分意匠の意匠に係る物品全体の形態に、「意匠に係

る物品」の欄に記載された物品の区分に属する物品を認識

するのに必要な最低限含まれていなければならない構成要

素が明確に表されていない場合 

⑦「意匠登録を受けようとする部分」の形態が明らかでない

場合 
（ⅰ）「意匠登録を受けようとする部分」の形態が、各図不一

致の場合 
（ⅱ）「意匠登録を受けようとする部分」が一つの閉じられた

領域でない場合 
⑧破線等で表された「その他の部分」の形態が、例えば各図

不一致により具体的ではなく、「意匠登録を受けようとする

部分」の部分意匠の意匠に係る物品全体の形態の中での位

置、大きさ、範囲が明らかでない場合 
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118.1.3.1.3 工業上利用することができるものであること 
工業上利用できるものであることについては、第７部「個別の

意匠登録出願」第１章「部分意匠」71.4.1.3「工業上利用するこ

とできるものであること」を参照されたい。 

 

国際意匠登録出願に係る意匠が、我が国意匠法における部分意匠に

相当すると判断した場合、審査官は、国際意匠登録出願に係る願書に

「部分意匠」の欄を記載すべきものと認め、出願人の手続補正により、

又は審査官が、「部分意匠」の欄を追記する（他に拒絶の理由等がない

場合、「部分意匠」の欄を追加するためだけの手続補正は要さない。）。 
 

 新規性 118.1.3.2

新規性については、第７部「個別の意匠登録出願」第１章「部分意匠」

71.4.2「新規性」、第１１部「国際意匠登録出願」第３章「国際意匠登

録出願に関する意匠登録の要件」113.2.1「意匠法第３条第１項第１号」

及び 113.2.2「意匠法第３条第１項第２号」を参照されたい。 

 

 創作非容易性 118.1.3.3

創作非容易性については、第７部「個別の意匠登録出願」第１章「部

分意匠」71.4.3「創作非容易性」及び第１１部「国際意匠登録出願」第

３章「国際意匠登録出願に関する意匠登録の要件」113.3「創作非容易

性」を参照されたい。 

 

 先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠 118.1.3.4

先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠については、第７部「個別

の意匠登録出願」第１章「部分意匠」71.4.4「先願意匠の一部と同一又

は類似の後願意匠」及び第１１部「国際意匠登録出願」第３章「国際意

匠登録出願に関する意匠登録の要件」113.4「先願意匠の一部と同一又

は類似の後願意匠の保護除外」を参照されたい。 

 

 部分意匠の国際意匠登録出願に関する新規性の喪失の例外 118.1.4

部分意匠の国際意匠登録出願に関する新規性の喪失の例外については、第

７部「個別の意匠登録出願」第１章「部分意匠」71.5「部分意匠の意匠登録

出願に関する新規性の喪失の例外」及び第１１部「国際意匠登録出願」第４

章「国際意匠登録出願に関する新規性の喪失の例外」を参照されたい。 

 

 部分意匠の国際意匠登録出願に関する意匠法第５条の規定 118.1.5

部分意匠の国際意匠登録出願に関する意匠法第５条の規定の適用の判断

基準については、第７部「個別の意匠登録出願」第１章「部分意匠」71.6

「部分意匠の意匠登録出願に関する意匠法第５条の規定」を参照されたい。 
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 部分意匠の国際意匠登録出願に関する一意匠一出願 118.1.6

部分意匠の国際意匠登録出願に関する一意匠一出願については、第７部

「個別の意匠登録出願」第１章「部分意匠」71.7「部分意匠の意匠登録出願

に関する一意匠一出願」及び第１１部「国際意匠登録出願」第６章「国際意

匠登録出願に関する一意匠一出願」（116.1.2.3「部分意匠についての取扱い」

を除く。）を参照されたい。 

 

 組物の意匠に係る部分意匠 118.1.7

組物の意匠に係る部分意匠については、第７部「個別の意匠登録出願」第

１章「部分意匠」71.8「組物の意匠に係る部分意匠」及び第１１部「国際意

匠登録出願」第９章「国際意匠登録出願における組物の意匠」を参照された

い。 

 

 部分意匠の国際意匠登録出願に関する意匠法第９条及び第１０条の規定 118.1.8

部分意匠の国際意匠登録出願に関する意匠法第９条及び第１０条の規定

については、第７部「個別の意匠登録出願」第１章「部分意匠」71.9「部分

意匠の意匠登録出願に関する意匠法第９条及び第１０条の規定」及び第１１

部「国際意匠登録出願」第７章「国際意匠登録出願に関する意匠法第９条の

規定」を参照されたい。 

 

 部分意匠の国際意匠登録出願に関する要旨の変更 118.1.9

 

  部分意匠の意匠の要旨 118.1.9.1

部分意匠の意匠の要旨については、第７部「個別の意匠登録出願」

第１章「部分意匠」71.10.1「部分意匠の意匠の要旨」を参照されたい。 

 

  要旨を変更するものとなる補正の類型 118.1.9.2

要旨を変更するものとなる補正の類型については、第７部「個別の

意匠登録出願」第１章「部分意匠」71.10.2「要旨を変更するものとな

る補正の類型」及び第１１部「国際意匠登録出願」第１２章「国際意

匠登録出願に係る願書及び図面の記載の補正」1112.2.1.2.1「要旨を

変更するものとなる補正の類型」を参照されたい。 
 

 国際意匠登録出願に係る願書の記載についてした補正の具体的な取118.1.9.3

扱い 
 

（１）「部分意匠」の欄を追加する補正 

出願当初の願書及び図面の記載を総合的に判断して、当該国際意

匠登録出願が全体意匠の国際意匠登録出願であることを当然に導き
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出すことができるとき、又は総合的に判断しても、当該国際意匠登

録出願が部分意匠の国際意匠登録出願であるか、全体意匠の国際意

匠登録出願であるかが不明であって、どちらか一方を当然に導き出

すことができないときに、「部分意匠」の欄を追加することによって、

当該国際意匠登録出願を部分意匠の国際意匠登録出願とする補正は、

要旨を変更するものである。 

出願当初の願書及び図面の記載を総合的に判断して、当該国際意

匠登録出願が部分意匠の国際意匠登録出願であることを当然に導き

出すことができるときに、「部分意匠」の欄を追加する補正は、要旨

を変更するものではない。 

 

（２）「意匠登録を受けようとする部分」を特定する方法に関する記載を

補充する補正 
出願当初の「意匠の説明」の欄に「意匠登録を受けようとする部

分」を特定する方法に関する記載がなく、その願書及び図面の記載

を総合的に判断しても、「意匠登録を受けようとする部分」が不明で

あって、具体的な意匠を当然に導き出すことができないときに、「意

匠登録を受けようとする部分」を特定する方法に関する記載を「意

匠の説明」の欄に補充する補正は、要旨を変更するものである。 
出願当初の「意匠の説明」の欄に「意匠登録を受けようとする部

分」を特定する方法に関する記載がない場合であっても、その願書

及び図面の記載を総合的に判断して、部分意匠の国際意匠登録出願

であることが明確であって、「意匠登録を受けようとする部分」を当

然に導き出すことができるときに、「意匠登録を受けようとする部分」

を特定する方法に関する記載を「意匠の説明」の欄に補充する補正

は、要旨を変更するものではない。 
 

（３）部分意匠の国際意匠登録出願について、「意匠登録を受けようとす

る部分」を特定する方法に関する記載を削除する補正 
出願当初の願書及び図面の記載を総合的に判断して、当該国際意

匠登録出願が部分意匠の国際意匠登録出願であることを当然に導き

出すことができるときに、「意匠登録を受けようとする部分」を特定

する方法に関する記載を「意匠の説明」の欄から削除する補正は、

要旨を変更するものである。 
出願当初の願書及び図面の記載を総合的に判断して、当該国際意

匠登録出願が全体意匠の国際意匠登録出願であることを当然に導き

出すことができるときに、「意匠登録を受けようとする部分」を特定

する方法に関する記載を「意匠の説明」の欄から削除する補正は、

要旨を変更するものではない。 
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  国際意匠登録出願に係る図面の記載についてした補正の具体的な取118.1.9.4

扱い 
 

（１）物理的に分離した二以上の「意匠登録を受けようとする部分」を

包含する部分意匠の国際意匠登録出願を一の「意匠登録を受けよ

うとする部分」を有する部分意匠の国際意匠登録出願にする補正 

物理的に分離した二以上の「意匠登録を受けようとする部分」を

包含して、一意匠と取り扱うことのできない部分意匠の国際意匠登

録出願を分割する際に、分割した新たな部分意匠の意匠登録出願に

おける「意匠登録を受けようとする部分」に相当する、もとの部分

意匠の国際意匠登録出願に係る図面に表されていた当該「意匠登録

を受けようとする部分」を「その他の部分」に訂正する補正は、要

旨を変更するものではない。 

この場合、分割を伴わずに、図面に表されている一の「意匠登録

を受けようとする部分」以外のすべての「意匠登録を受けようとす

る部分」を「その他の部分」に訂正する補正も、要旨を変更するも

のではない。 

 
（２）「意匠登録を受けようとする部分」の形態等を変更する補正 

「意匠登録を受けようとする部分」の形態を、その意匠の属する

分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同

一の範囲を超えて変更する補正あるいは当該部分の形態自体は変更

されていないが、「意匠登録を受けようとする部分」の当該部分意匠

の意匠に係る物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲を同一の

範囲を超えて変更する補正は、要旨を変更するものである。 
また、出願当初の願書及び図面の記載を総合的に判断しても、「意

匠登録を受けようとする部分」の形態あるいは「意匠登録を受けよ

うとする部分」の当該部分意匠の意匠に係る物品全体の形態の中で

の位置、大きさ、範囲が不明であるときに、それらを明確なものと

する補正は、要旨を変更するものである。 
 

（３）「その他の部分」の形態を変更する補正 
「その他の部分」の一部を実線に訂正することによって「意匠登

録を受けようとする部分」の形態を、その意匠の属する分野におけ

る通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲を

超えて変更するものとなる補正あるいは「その他の部分」の輪郭形

状を変更することによって、「意匠登録を受けようとする部分」の当

該部分意匠の意匠に係る物品全体の形態の中での位置、大きさ、範

囲を、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に

導き出すことができる同一の範囲を超えて変更するものとなる補正
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は、要旨を変更するものである。 
出願当初の願書及び図面の記載を総合的に判断して、当該国際意

匠登録出願が部分意匠の国際意匠登録出願であることを当然に導き

出すことができるときに、「その他の部分」を全て実線に訂正し、そ

の願書の記載についても必要な訂正をして当該部分意匠の国際意匠

登録出願を全体意匠の国際意匠登録出願に変更する補正は、要旨を

変更するものである。 
 

（４）「保護を求めないもの」を表す破線等を削除する補正 
出願当初の図面に破線等が記載されており、その願書及び図面の

記載を総合的に判断して、当該破線等が部分意匠の意匠に係る物品

の全体の形態に対して付加的な要素のみを「保護を求めないもの」

として表していることを当然に導き出すことができないときに、当

該破線等を削除する補正は、要旨を変更するものである。 
出願当初の図面において破線等が記載されているが、その願書及

び図面の記載を総合的に判断して、当該破線等が部分意匠の意匠に

係る物品の全体の形態に対して付加的な要素のみを「保護を求めな

いもの」として表していることを当然に導き出すことができるとき

に、当該破線等を削除する補正は、要旨を変更するものではない。 
 

  部分意匠の国際意匠登録出願の場合の分割による新たな意匠登録出願 118.1.10

部分意匠の国際意匠登録出願の場合の分割による新たな意匠登録出願に

ついては、第７部「個別の意匠登録出願」第１章「部分意匠」71.11「部分

意匠の意匠登録出願に関する分割」を参照されたい。 

 

  パリ条約による優先権等の主張を伴う部分意匠の国際意匠登録出願 118.1.11

パリ条約による優先権等の主張を伴う部分意匠の国際意匠登録出願につ

いては、第７部「個別の意匠登録出願」第１章「部分意匠」71.13「パリ条

約による優先権等の主張を伴う部分意匠の意匠登録出願」及び第１１部「国

際意匠登録出願」第１４章「国際意匠登録出願に関するパリ条約による優

先権等の主張の手続」を参照されたい。 
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第９章 国際意匠登録出願における組物の意匠 
 

 関連条文 119

 

意匠法：第２条第１項、第８条 

意匠法施行規則：第８条、別表第二 

ジュネーブ改正協定：第５条(1)(iv) 

ハーグ協定共通規則：第７規則(3)(iv) 

 

 組物の意匠とは 119.1

組物の意匠については、第７部「個別の意匠登録出願」第２章「組物の意匠」

を参照されたい。 

 

 組物の意匠と認められる要件 119.1.1

国際意匠登録出願が、組物の意匠として意匠登録を受けるためには、以

下のすべての要件を満たさなければならない。 

 

（１）「意匠に係る物品」の欄に記載されたものが経済産業省令で定めるも

のであること               （→118.2.1.1.1） 

（２） 構成物品が適当であること         （→118.2.1.1.2） 

（３） 組物全体として統一があること       （→118.2.1.1.3） 

 

 意匠に係る物品」の欄に記載されたものが経済産業省令で定めるも119.1.1.1

のであること 
「意匠に係る物品」の欄に記載されたものが経済産業省令で定める

ものであること、すなわち、別表第二に掲げる組物に該当するもので

なければならない。 

ただし、国際意匠登録出願の場合の言語は英語であるため、「意匠

に係る物品」の欄には、意匠法施行規則別表第二に掲げる組物のいず

れかに相当するものが「a set of ○○」のように記載されていれば

よい。 

「意匠に係る物品」の欄に記載されたものが経済産業省令で定める

ものでない場合は、組物とは認められず、意匠法第８条の規定により

拒絶の理由を通知する。 

 

なお、組物の意匠の適用に関するその他の判断基準については、第７部「個別

の意匠登録出願」第２章「組物の意匠」を参照されたい。 
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第１０章 国際意匠登録出願に関する意匠法第１０条の規定 
 

意匠法第１０条の規定の適用に関する判断基準については、第７部「個別の意

匠登録出願」第３章「関連意匠」を参照されたい。 
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第１１章 国際意匠登録出願における画像を含む意匠 
 

1111 関連条文 
 

意匠法：第２条第１項、第２項 

意匠法施行規則：第２条、第３条、様式第２備考40、様式第６備考8～11、備考1

4、備考21 

 

1111.1 画像を含む意匠の国際意匠登録出願に係る願書及び図面の記載 
 

1111.1.1 画像を含む国際意匠登録出願における願書の記載事項 
（１）「意匠に係る物品」の欄の記載 

画像を含む意匠についての国際意匠登録出願は、その創作のベースとなる

物品が意匠法の対象とする物品と認められなければならない。（例えば

「Graphical user interface for ○○」は意匠に係る物品に該当しない。） 

「意匠に係る物品」の欄には、意匠法第７条の規定により別表第一の下欄

に掲げる物品の区分又はそれと同程度の区分による物品の区分が英語で記

載されていなければならない。 

例えば、ビデオディスクプレイヤーの意匠の創作において、意匠登録を受

けようとする部分である画像が当該物品と同時に使用されるテレビ受像機

に表示されるものであっても、権利の客体となる意匠に係る物品が当該画像

を含むビデオディスクプレイヤーであることから、「意匠に係る物品」の欄

には、「Video disc player」のように記載されていなければならない。 

 

なお、画像を含む国際意匠登録出願における願書の記載事項に関するその他

の判断基準については、第１１部「国際意匠登録出願」第２章「国際意匠登録

出願に係る意匠の認定」112.1「国際登録簿に記録された事項と意匠登録出願

の願書又は図面に記載すべき事項との対応関係」を参照されたい。 

 

その他の画像を含む意匠に関する要件については、第７部「個別の意匠登録出

願」第４章「画像を含む意匠」、全体意匠に関しては第１１部「国際意匠登録出

願」第３章「意匠登録の要件」、部分意匠に関しては第１１部「国際意匠登録出

願」第８章「部分意匠の国際意匠登録出願」を参照されたい。 
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第１２章 国際意匠登録出願に係る願書及び図面の記載の補正 
 

1112 関連条文 
 

意匠法：第６０条の２４、第６８条第２項 

意匠法施行規則：第１５条、様式第１４ 

特許法：第１７条第３項、第４項、第１７条の２ 

 

1112.1 補正 
補正については、第８部「願書・図面等の記載の補正」第１章「補正」を参

照されたい。 

 

1112.2  補正の却下 
 

1112.2.1 補正の却下とは 
 

1112.2.1.1 意匠の要旨と意匠の要旨の認定 
意匠の要旨と意匠の要旨の認定については、第８部「願書・図面等の

記載の補正」第２章「補正の却下」82.1.1「意匠の要旨と意匠の要旨の

認定」を参照されたい。 

 

1112.2.1.2 要旨の変更 
 

1112.2.1.2.1 要旨を変更するものとなる補正の類型 
国際意匠登録出願に係る願書又は図面の記載についてした補正が、

第８部「願書・図面等の記載の補正」第２章「補正の却下」82.1.2.1.1

「その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き

出すことができる同一の範囲を超えて変更するものと認められる場

合」又は 82.1.2.1.2「出願当初不明であった意匠の要旨を明確なも

のとするものと認められる場合」のいずれかに該当する場合は、出願

当初の国際意匠登録出願に係る願書及び図面の記載の要旨を変更す

るものである。 

 

1112.2.1.2.2 要旨を変更するものとはならない補正の類型 
出願当初と補正後の各々の意匠についての比較を通じた判断にお

いて、願書及び図面の記載を総合的に判断した場合に、当該補正が第

８部「願書・図面等の記載の補正」第２章「補正の却下」82.1.2.2.1

「その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き

出すことができる同一の範囲のものに訂正する場合」又は

82.1.2.2.2「意匠の要旨の認定に影響を及ぼさない程度の微細な部分
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の記載不備を不備のない記載に訂正する場合」のいずれかに該当する

場合は、当該補正は出願当初の国際意匠登録出願に係る願書の記載又

は願書に添付した図面等の要旨を変更するものではない。 

 

なお、国際意匠登録出願に係る願書の記載についてされた補正につ

いては、英語による記載の比較に基づいて要旨の変更か否かを判断す

ることを原則とするが、国際出願の言語として英語以外の言語（フラ

ンス語又はスペイン語）を用いた国際意匠登録出願について、出願当

初における当該国際出願の言語による記載に基づいた釈明があった

場合には、要旨の変更の判断においてこれを参酌する。 
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第１３章 国際意匠登録出願に関する特殊な意匠登録出願 
 

国際意匠登録出願の場合の分割による新たな意匠登録出願については、第９

部「特殊な意匠登録出願」第１章「意匠登録出願の分割」及び第１１部「国際

意匠登録出願」第６章「国際意匠登録出願に関する一意匠一出願」116.1.2「意

匠法第７条に規定する要件を満たさない国際意匠登録出願の例」を、補正後の

意匠についての新出願については、第９部「特殊な意匠登録出願」第４章「補

正後の意匠についての新出願」を参照されたい。 

 

 



第１１部 国際意匠登録出願 第１４章 国際意匠登録出願に関するパリ条約による優先権等の主張の手続 
 

39 
 

第１４章 国際意匠登録出願に関するパリ条約による優先権等の主張の手続 
 

1114 関連条文 
 

意匠法：第１５条第１項、第６０条の１０ 

特許法：第４３条、第４３条の３ 

ジュネーブ改正協定：第６条 

ハーグ協定共通規則：第７規則(5)(c) 

 

1114.1 意匠法第６０条の１０の規定 
国際意匠登録出願についての優先権主張については、ジュネーブ改正協定第

６条(1)の規定による国際事務局経由の手続に一元化するため、本条第１項に

おいて、国際意匠登録出願には我が国特許庁に優先権主張をする場合の手続規

定は適用しないこととされている。 

優先権証明書の提出手続については、ジュネーブ改正協定上国際出願に伴わ

せる手続とされていないため、優先権証明書提出手続に係る特許法の規定が

「ジュネーブ改正協定第６条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者」につ

いても準用されている。 

なお、意匠法第１５条第１項で準用する特許法第４３条の３第２項に規定す

る「特定国」についての優先権の主張は、ジュネーブ改正協定第６条(1)(a)の

規定では認められていないため、本条第１項の規定により、国際意匠登録出願

には適用されない。 

 

1114.1.1 パリ条約による優先権等の主張の効果 
意匠法第６０条の１０第１項の規定により、国際意匠登録出願については、

意匠法第１５条第１項で準用する特許法第４３条の３第２項に規定する「特

定国」の国民に関するパリ条約の例による優先権の主張は認められない。 

 

1114.1.1.1 パリ条約による優先権等を主張するための手続 
パリ条約第４条Ｄ(1)の規定により国際意匠登録出願について優先権

を主張しようとする者は、ジュネーブ改正協定第６条(1)(a)及び意匠法

第６０条の１０第２項の規定で読み替えて準用する特許法第４３条第

２項及び第３項に規定する手続をしなければならない。 

 

1114.1.2 パリ条約による優先権等の主張の効果が認められるための要件 
国内の意匠登録出願を基礎とした優先権の主張を伴う国際意匠登録出願

については、当該優先権の主張の効果は認められない。 

 

なお、パリ条約による優先権等の主張の手続に関するその他の判断基準につい

ては、第１０部「パリ条約による優先権等の主張の手続」を参照されたい。 
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第１１１２部 審査の進め方 

 
第１章 概論 

 
111121   審査手続に関連する主な条文 

 
意匠法第１６条（審査官による審査） 
意匠法第１７条（拒絶の査定） 
意匠法第１７条の２（補正の却下） 
意匠法第１８条（意匠登録の査定） 
意匠法第１９条において準用する特許法第５０条（拒絶理由の通知） 
意匠法第１９条において準用する特許法第５２条（査定の方式） 
ジュネーブ改正協定第１２条（拒絶） 

   
111121.1 審査の基本方針 

＜略＞ 
 

111121.2 審査手順の概要 
以下に審査手順の概要を示す。それぞれの手順の詳細については、第２章「各

論」を参照のこと。また、実体審査の主な流れを図に示す。 
 

（１）意匠登録出願に係る意匠の認定（→ 112122.1） 

＜略＞ 
 

（２）先行意匠調査（→112122.2） 

＜略＞ 
 

（３）新規性、創作非容易性等の検討（→112122.3） 

＜略＞ 
 

（４）拒絶理由の通知（→ 112122.4、122.5） 

検討の結果、拒絶理由を発見した場合は、拒絶理由を通知する（意匠法第

１９条において準用する特許法第５０条）。拒絶理由は、できるだけ平明な

文章で、要点をわかりやすく記載する。  
国際意匠登録出願の場合には、国際事務局に対する拒絶の通報（ジュネー

ブ改正協定第１２条）により拒絶理由の通知を行う。 
 

（５）意見書又は手続補正書が提出されたとき（→112122.56） 

＜略＞ 
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（６）査定（→112122.67） 

＜略＞ 
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第２章 各論 

 
112122.1 意匠登録出願に係る意匠の認定 

＜略＞ 

 
112122.2 先行意匠調査 

＜略＞ 
 

（１）参考文献 

＜略＞ 
 

（２）先行意匠調査手法 

 
① 意匠登録出願では、出願人がその意匠において重要と考える形態や、

その物品において重視される部分についての説明を記載することを

出願人に求めていない。よって、審査官は、まず、先行意匠調査にお

ける審査資料の範囲の設定や参考文献の抽出のために、先行意匠調査

に先立って、願書の記載及び願書に添付した図面等に基づき、自らそ

の意匠の形態について注意を引く部分や注意を引く程度を推測する

必要がある。その推測においては、関連意匠の意匠登録出願の場合は、

本意匠との形態上の共通点、また、意匠登録出願に特徴記載書が提出

されている場合は、特徴記載書の内容も参考にする。（121131.1「特

徴記載書とは」参照） 
 

② 先行意匠調査は、意匠登録出願、公知資料（国内外の図書、国内外の

雑誌、国内外のカタログ、国内外の特許庁の意匠公報、インターネッ

ト上のホームページ）、公開特許公報及び登録実用新案公報等の審査

資料を対象として行う。 
 

③ 審査官としての知識、経験及び本願意匠の属する分野における過去の

意匠登録出願の審査判断に基づき、調査すべき審査資料の範囲を設定

し、本願意匠と関連性の高い物品分野を優先して調査を行う。通常は、

願書の記載及び願書に添付した図面等から、本願意匠の意匠に係る物

品が含まれる日本意匠分類を調査範囲として設定し、その日本意匠分

類に属する意匠登録出願及び公知資料から調査を開始する。 
 

④ 調査範囲を拡大するべきか否かは、調査範囲として設定した日本意匠

分類の調査結果を考慮しつつ決定する。すなわち、本願意匠の意匠に

係る物品が含まれる日本意匠分類に属する審査資料を調査した結果、

新規性、創作非容易性等を合理的に判断するために十分な先行意匠等
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が発見できなかった場合において、以下の例のように、新規性、創作

非容易性等の判断に資する先行意匠等が発見される可能性がある調

査手法が考えられるときは、調査の迅速性と的確性の両面を考慮した

うえで、もっとも効率的に先行意匠を発見することが可能と想定され

る調査手法を追加する。 
 

（調査範囲拡大における先行意匠調査手法の例） 
 

（ⅰ）本願意匠の意匠に係る物品と用途（使用目的、使用状態等）及

び機能に共通性がある物品が含まれる可能性がある日本意匠分

類又はロカルノ協定（注）が定める意匠の国際分類（以下「国際

意匠分類」という。）がある場合は、その日本意匠分類又は国際

意匠分類に属する意匠登録出願及び公知資料の調査を行う。 
 

（注） 
正式には、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十

月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定。 

 
（ⅱ）本願意匠の構成要素となる形状、模様若しくは色彩又はこれらの

結合が表されている先行意匠等が含まれる可能性がある日本意

匠分類又は国際意匠分類がある場合は、その日本意匠分類又は国

際意匠分類に属する意匠登録出願及び公知資料の調査を行う。 
 

（ⅲ）本願意匠が部品の意匠又は部分意匠であり、その部品又は「意匠

登録を受けようとする部分」の形態が先行意匠の一部として開示

された先行意匠が含まれる可能性がある物品を含む日本意匠分

類又は国際意匠分類がある場合は、その日本意匠分類又は国際意

匠分類に属する意匠登録出願及び公知資料の調査を行う。 
 

（ⅳ）本願意匠の「意匠に係る物品」、「意匠に係る物品の説明」又は「意

匠の説明」の欄に、その物品の特徴を表すと認められる語句が記

載されている場合は、その語句を「意匠に係る物品」、「意匠に係

る物品の説明」又は「意匠の説明」の欄に含む意匠登録出願及び

その語句を「意匠に係る物品」に含む公知資料の調査を行う。 
 

（ⅴ）本願意匠の意匠に係る物品に関連する特許の技術分野があり、そ

の技術分野の公開特許公報及び登録実用新案公報等に当該物品

の形態が表されている可能性がある場合は、その技術分野に属す

る公開特許公報及び登録実用新案公報等の調査を行う。 
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（ⅵ）本願意匠が創作非容易性の登録要件を満たさない可能性がある場

合は、必要に応じて、創作非容易性の判断の基礎となる資料及び

当業者にとってありふれた手法であること等の根拠となる資料

の調査を行う。 
 

（ⅶ）発見された先行意匠に参考文献が記録されている場合は、その先

行意匠の参考文献の調査を行う。 
 

（ⅷ）意匠登録出願の出願人が過去に意匠登録出願をしている場合は、

その過去の意匠登録出願及びその参考文献の調査を行う。 
 

（３）先行意匠調査の終了 

本願意匠について、新規性、創作非容易性等を判断するのに十分な先行意

匠等が発見されたとき、又は、調査範囲を拡大しても、有意義な先行意匠等

を発見する可能性が非常に小さくなったときは、先行意匠調査を終了するこ

とができる。 
 

112122.3 新規性、創作非容易性等の検討 
＜略＞ 

 
112122.4 拒絶理由の通知 

＜略＞ 
 

112122.4.1  拒絶理由の通知を行う際の留意事項 
＜略＞ 

 
112122.4.2  出願人との意思疎通の確保 

＜略＞ 
 

122.5 国際意匠登録出願の場合の拒絶の通報 
国際意匠登録出願が我が国の法令に基づく保護の付与のための条件を満たし

ていない場合、拒絶の通報を行う（ジュネーブ改正協定第１２条(1)及び(2)）。 
 

122.5.1 拒絶の通報 
拒絶の通報を行う際には、以下の点に留意する。 

 
（１）国際意匠登録出願が我が国の法令に基づく保護の付与のための条件を

満たしていない場合には、以下の場合が含まれる。 
① 当該国際意匠登録出願が拒絶理由（意匠法第１７条各号）に該

当する場合（国際意匠登録出願の場合の拒絶理由の通知は、拒
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絶の通報により行う。） 
② 当該国際意匠登録出願に関する手続又は処分の確定を待つ必

要がある場合 
③ 当該国際意匠登録出願以外の出願に関する処分の確定を待つ

必要がある場合（待ち通知） 
 
一度拒絶の通報を行った場合、以後の手続では、拒絶理由の通知

等は拒絶の通報によらず、通常の拒絶理由通知等により行う。 
 
（２）上記（１）①～③のいずれかに該当する場合、国際公表後１２月以内

に国際事務局に対して拒絶の通報を行う（ジュネーブ改正協定第１２

条(2)(a)、ハーグ協定共通規則第１８規則(1)(b)）。 

 

（３）拒絶の通報には、その根拠となる全ての理由（注）を記載する（ジュ

ネーブ改正協定第１２条(2)(b)）。また、当該理由に対応する法令の

主要な規定について言及する（ハーグ協定共通規則第１８規則

(2)(iii)）。 

 

（注） 

拒絶の通報に記載すべき「全ての理由」は、拒絶の通報を行う時点で提示し

得る理由であって、同時に通知することが合理的な範囲のものとする。 

 

（４）拒絶の通報は英語で行う（ハーグ協定共通規則第６規則(3)(i)）。 

 
112.5122.6 意見書又は手続補正書が提出されたとき 

＜略＞ 
 

112.6122.7 査定 
 

112.6122.7.1 登録査定 
＜略＞ 

 
112.6122.7.2 拒絶査定 

＜略＞ 
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【図】 審査の主な流れ
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第１２１３部 その他 

 

第１章 特徴記載書 

 

121131 関連条文 
＜略＞ 

 

121131.1 特徴記載書とは 
＜略＞ 

 

121131.1.1 提出手続 
＜略＞ 

 

121131.1.2 意匠公報への掲載 
＜後略＞ 

 

 


